
なお.こうした取組を進めるに当たっては.流通の基本である市場メ力ニズムが
効率的かつ適切に機能するような自由かつ公正な競争が確保されるよう.取引当事
者はもとより事業者団体等においても十分留意する必要があるo

9.最後に.涜通上の間題点を是正する上では.,単に取引当事者の努力に委ねるのみ
でなく.薬価算定方式における調整幅の在り方や公的保険制度下における卸売業者
の位置付けなど.医療保険制慶.薬価制度の面からの流通改善に資する見直しが有
効との意見がありl今後の議論が望まれるところであるo


